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貸切バス事業者をめぐる構造問題貸切バス事業者をめぐる構造問題

○ 規制緩和により事業者数・車両数は大幅増加したが、需要増は
限定的

→ 価格競争の激化、事業者収入の低下

→ 安全管理や法令遵守意識の低下、過労運転の常態化

→ 届出とは異なる運賃・料金収受の取引の広がり

→ 口頭による発注・取引の慣行化

○ 許可審査や監査による事業者のチェックが不十分

高速ツアーバス事故を受けたバス事業の安全対策の強化
平成24年4月29日午前4時40分頃、関越道において高速ツアーバス※が乗客45名

を乗せて走行中、道路の左側壁に衝突し、乗客7名が死亡、乗客38名が重軽傷。
※ 高速ツアーバス：旅行業者が貸切バスを使って、実態としては高速乗合バスと同様のサービスを旅行商品として提供しているもの。

事故概要事故概要

「高速ツアーバス」の業態構造に起因した問題「高速ツアーバス」の業態構造に起因した問題

○ 事業実施主体は旅行会社であり、そのサービスは旅行
商品という位置づけ

→ 利用者に対する安全性確保や利用者保護の責任が曖
昧なことが最大の問題点

→ バス停留所等の設置義務を負わないため、違法駐停
車や周辺環境への悪影響等の問題

→ 夜間長距離のワンマン運行による過労運転の常態化

事
故
発
生

 利用者 旅行業者 貸 切 バ ス 事 業 者 
企画旅行契約 貸切運送契約 

構
造
的
な
問
題
点

企画旅行契約 貸切運送契約

３月１月

高速バス

「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」 （「バス事業のあり方検討会報告書」（平成２５年３月２９日）に基づき策定・実施）

課

題

と

対

策

貸切バス

参入時及び参入後の
安全性チェック

全ての事業者での
安全優先経営の徹底

ビジネス環境の
適正化・改善

新高速乗合バスへの
移行・一本化

事
故
の
再
発
防
止
、
バ
ス
へ
の
信
頼
の
回
復

（

各

種

取

組

み

の

検

証

）

移行（７月末完了）
（８月以降は高速ツアーバスの

運行を認めない）

中小事業者においても、経営トップの関与の下、組織
が一体となった安全管理・運行管理体制を構築

委託者・受託者が一体となった
安全運行の徹底・確認

許可審査の厳格化等を通じ不良事業者の参入を防止。

また、法令遵守状況の点検、悪質事業者への集中的な監査・厳格な
処分の実施により、市場を適正化

４月

４月

３月

８月 ８月

有識者・バス事業者等の参加する中央及び地方の会議でフォローアップ

２５年度

４月

長
距
離
運
行
バ
ス
に
係
る
交
替
運
転
者
の
配
置

基
準
の
導
入
に
よ
る
過
労
運
転
の
防
止

１月

確認結果に基づく制度の改正

６月

２６年度
４月

１０月

新規・既存事業者への周知徹底

中小事業者への指導・運行管理体制の確立

新運賃・料金制度への移行と旅行業者等を含めた周知
安全コストを反映したわかりやすい新運賃・料金
制度の導入と、新制度に基づく書面取引の徹底

「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン
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「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン
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5



「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン
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「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン
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プランのスケジュールについて【新高速乗合バス関係】

平成２７年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月・９月
　１０月～
　　１２月

　１月～
　　　　３月

４月～７月
　８月～
　　１２月

　１月～
　　　　３月

①高速ツアーバスの新高速乗合バスへの移行・
　一本化

許可審査
移行完了
（7月末）

運輸開始後
の現場確認

①高速バス表示ガイドライン改定その他利用者対応

④交替運転者の配置基準の明確化・厳格化とその
　適用

通達改正
解説書発出

全面適用
（8／1）

バス停調整
許可審査

課　題

スケジュール

平成２５年 平成２６年

ガイドライン改定・周知

　適用 解説書発出 （8／1）

③高速ツアーバス連絡協議会を中心とした適正化
　事業

巡回指導開
始（5/29）

②委託者・受託者が一体となった運輸安全
　マネジメント実施

省令公布
通達改正
（予定）

施行(10月)
届出完了
　(12月末)

②運輸安全マネジメント評価の実施

※あくまでも現時点（平成２５年６月）の予定であり、今後変更となる可能性があります。

評価方針策定後、評価開始
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プランのスケジュールについて【貸切バス関係】

平成２７年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月・９月
１０月～
１２月

１月～
３月

４月～
９月

１０月～
１２月

１月～
３月

⑤役員への法令試験の厳格化
⑥運行管理者・運転者の雇用契約等の確認
⑦営業所等の現場確認の徹底
⑧所要資金額や賠償限度額に関する許可基準の強化

告示・通達
改正

事業者への
周知

施行
（10月）

⑨法令遵守に係る自己点検・報告及び集団指導
⑪悪質事業者への集中的監査・厳格な処分実施

通達発出
事業者への
周知

⑫運輸安全マネジメント実施義務付け拡大
省令公布
通達改正
（予定）

施行(10月)
届出完了
　(12月末)

課　題

制度・運用方針の検討

平成２５年 平成２６年

スケジュール

施行
自己点検・報告・講習会の開始

（予定） 　(12月末)

⑫運輸安全マネジメント制度の普及啓発及び評価
　実施

⑬運行管理制度の強化
省令公布
通達改正
（予定）

施行
（5月）

⑭交替運転者の配置基準の策定
通達改正
解説書発出

全面適用
（8／1）

⑯運賃・料金制度の改革
⑰書面取引の徹底
⑲円滑な移行のための環境整備

通達改正
（年内）

広報・周知
普及

施行
（4月）

⑱運送申込者による安全阻害行為等が疑われる
　場合の対応等

※あくまでも現時点（平成２５年６月）の予定であり、今後変更となる可能性があります。

原価データの収集
制度の検討

制度の検討、観光庁等との調整

普及啓発活動 評価方針策定後、評価開始

適用（1月）
（デジタコ、ＩＴ点呼）
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２． 「高速・貸切バスの安全・安心回復
プラン」における個別の施策につい
て
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（１） ８月１日から実施

○ 新高速乗合バスへの移行・一本化
○ 交替運転者の配置基準
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高速ツアーバスの新高速乗合バスへの移行・一本化

委託者

乗合バス事業者

（管理の受委託に係る運送の安全確保責任は委託者が

負う）

受託者

法令遵守状況等の厳格な要件を満たす事業者

①貸切バス事業運輸開始後３年以上が経過、

②過去１年間重大・悪質な法令違反の処分歴なし、

③過去の行政処分歴が一定以内

○ ～ 本 年 ７ 月 末 ま で ： 新 高 速 乗 合 バ ス へ の 移 行 に 係 る 許 認 可

○ 本 年 ８ 月 ～ ： 高 速 ツ ア ー バ ス の 運 行 は 認 め な い

新高速乗合バスへの移行・一本化の完了

安 全 面 の 要 件 を 厳 格 化

①運行計画の事前届出期間の短縮 ⇒ 実施の「３０日前」から「７日前」に短縮。
②運賃･料金の事前届出期間の短縮 ⇒ 実施の「３０日前」から「７日前」に短縮。
③幅運賃の設定 ⇒ 割引運賃について、運賃タイプ毎に、上限額と下限額（上限額の８０％以上）の幅による届出が可能。

需要動向に対応した運行計画・運賃設定の実現

③過去の行政処分歴が一定以内

等

内部統制

法令遵守のチェック体制を整備

①委託者の運行管理者･整備管理者による指導･助言、

②委託者による受託者の営業所の訪問調査を義務付け

安全確保措置

通常求めている水準以上の安全確保措置

①運行管理者と代表者及び運転者との兼務を禁止、

②安全管理規程に基づく委託者・受託者一体となった安

全管理体制の構築（運輸安全マネジメントの実施等）、

③関係する全ての事業者による安全意識の共有体制の

構築（安全運行協議会）

④高速ツアーバスの交替運転者の配置の基準に従って、

交替運転者を配置

等

委託範囲 委託者の高速乗合バス事業の原則２分の１以内

使用車両 委託者又は受託者の車両

高速乗合バス事業者が、国土交通大臣の許可を受けて、他の高速乗合バス事業者に運
行委託できる「管理の受委託制度」について、必要な安全確保措置を講じた上で、貸
切バス事業者に対して委託できる類型を追加。
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H24年7月：夏の多客期に向け、高速ツアーバス等の緊急対策として、夜間の実車距離（※）400kmを基本とする「夜間
の高速ツアーバス」の交替運転者の配置基準を策定

同年12月：スキー等の冬の多客期に向け、貸切バス全般について、高速ツアーバスと同様に、夜間の実車距離400kmを
基本とする「夜間の貸切バス」の交替運転者の配置基準を策定

最終とりまとめ（H25年4月）

（１）交替運転者の配置基準（H25年8月1日より全面適用）

夏・冬の多客期対策の実施

（※）実車距離…利用者の乗車の有無に関わらず、利用者が乗車可能な区間として、旅行業者等が設定した起点から終点までの距離

過労運転防止のための交替運転者の配置基準の明確化・厳格化とその適用

・第三者立会やＩＴ機器を活用した遠隔地点呼の強化、運行中の運行管理体制の確保、健康起因事故の防止、夜間ツーマン運行への配慮、
利用者への周知等

（２）その他の過労運転防止対策

新高速乗合バス(貸切バス事業者の受託運行も含む) 観光等に使用される貸切バス

ワ
ン
マ
ン
運
行
の
上
限

夜
間

○距離：実車距離400kmまで
＊ただし、特別な安全措置を講ずる場合は500kmまで

○時間：運転時間９時間以内

○連続乗務：連続4夜まで
＊ただし、400km超は連続２夜まで

（自社運行の場合には例外措置あり）

○距離：実車距離400kmまで
＊ただし、特別な安全措置を講ずる場合は500kmまで

○時間：運転時間９時間以内

○連続乗務：連続4夜まで
＊ただし、400km超は連続２夜まで

昼
間

○距離：実車距離500kmまで
＊ただし、特別な安全措置を講ずる場合は600kmまで

○時間：運転時間９時間以内

（自社運行の場合には例外措置あり）

○距離：実車距離500kmまで
＊ただし、特別な安全措置を講ずる場合は600kmまで

○時間：運転時間９時間以内

（一時間以上のまとまった休憩を入れる場合には例外措置あり）
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（２） １０月１日から実施

○ 監査・処分の見直し
○ 参入時の安全性チェック
○ 運輸安全マネジメントの実施
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悪質事業者への集中的な監査と厳格な処分の実施

監査方針・行政処分等に係る通達を下記のとおり、改正

監査実施時

監査端緒

・事業者による自主点検・報告状況、適正化実施機関や業界関係者等の通報・情報交換等による端
緒情報を充実
・違反歴、累積違反点数、講習受講状況等について監査総合情報システム等を活用して分析
・悪質（=下記の事業停止に該当する）と思われる事業者をリストアップし、優先的に監査を実施

・街頭監査を新設（現行：営業所で監査実施）。交替運転者の配置なし、運転者の飲酒・過労等
が確認された場合は是正を勧告 → 応じない場合には道路運送法に基づく是正命令発令
・悪質・重大な法令違反項目を緊急・優先的に確認するなど、効率的効果的な監査を実施

→ 行政処分の見直しとあわせ、監査を従来よりも多頻度に実施

行政処分等

・悪質・重大な法令違反の処分を厳格化→事業停止（30日間）
・運行管理者の未選任（現行：４０日車）
・整備管理者の未選任（現行：４０日車）
・全運転者に対して点呼未実施（現行：点呼未実施率５０％以上、４０日車）
・監査拒否、虚偽の陳述（現行：６０日車）
・名義貸し、事業の貸渡し（現行：６０日車×違反車両数）
・乗務時間の基準に著しく違反（現行：１２０日車）
・全ての車両の定期点検整備が未実施（現行：２０日車×違反車両数）

・事業停止後も引き続き法令違反の改善なし→許可取消
・その他、記録類の改ざん、交替運転者の配置違反、日雇い運転者の選任等→処分量定の引き上げ

・軽微な法令違反の対象を拡大→文書警告
記録の記載不備等については、監査時において文書警告（行政指導）

・運行管理者資格者証返納命令の厳格化
返納命令の適用事項を見直し、運行管理者の名義貸しの禁止を明示等 15



目的

１．事業者（経営者）自身の法令遵守への意識を高める。

２．法令遵守に対するレベルアップを図るとともに、行政と事業者のコミュニケーションを推進し、安全意識の共有を図る。

３．法令違反の疑いがある事業者の実態を行政が把握し、関係のある事業者を処分

運輸局、運輸支局

全体の流れのイメージ

貸切事業者（代表者）

自己点検表(法律に基づ
く報告聴取として実施)
の提出依頼、講習会開
催通知

自己点検表のイメージ

自己点検表 ○○バス（株）○○営業所
【過労防止関係】
・告示で定める基準（拘束時間、休息時間、連続運転時間等）の遵守
・運行実車距離が４００ｋｍを超える場合（夜間）の交替運転者の配置

提出資料：乗務記録：運行指示書、タコチャート
【点呼関係】

毎年、重点点検項目を選定して実施

法令遵守に係る自己点検制度の導入・点検結果の報告義務付け

講習会の開催イメージ

○講習会の際、支局監査官等が
自己点検表の報告内容に関して
個別ヒアリングを実施

○支局監査官等が講師となり、
「法令遵守のために必要となるポ
イント」や「監査・処分制度」等を説
明

○講習会の最後に試問（テスト）を
実施し、受講者の理解度を把握

監 査

行政処分

【点呼関係】
・運行管理者による点呼実施状況
・アルコール検知器の使用状況

提出資料：点呼簿、アルコール検知器（現物提示）
【運転者の教育関係】
・告示で定める教育の実施状況

提出資料：年間教育計画、教育記録、適性診断結果

実施主体：運輸局又は運輸支局
実施回数：数十名程度を限度に数回実施（事業者の出席は年１回）
講師：運輸局又は運輸支局監査官等
受講者：代表者等
実施場所：運輸局又は運輸支局会議室等

講習会の実施イメージ

セーフティ・バスの認定を受
けた事業者等は除く

講習欠席、自己点検表
未報告、自己点検表の
報告内容の疑義等
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役員の法令試験の厳格化

貸切バス事業の許可（道路運送法第４条）

→「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」（自動車局長通達）
「申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送

事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること」

→「一般旅客自動車運送事業の許可申請に係る法令試験の実施方法について」（平成13年12月26日付け事務連絡）
申請者等が最低限の法令知識を確実に身につけることを目的として、以下の通り試験を実施。

現在の法令試験の位置付け及び実施方法

＜法令試験の実施内容＞
①出題範囲： 道路運送法、道路運送法施行令、道路運送法

施行規則、旅客自動車運送事業運輸規則、旅客自動車運
送事業等報告規則、自動車事故報告規則 等

②出題形式： ○×方式、語群選択方式、簡単な筆記回答方式

③出題数 ３０問
④試験時間 ４０分～６０分
⑤合格基準 ８０％以上の正答

①受験者の見直し （→上記自動車局長通達の改正）

…法令試験の受験者は代表権を有する常勤役員に限定。

②不合格者への措置 （→実施方法に係る旅客課長通達の制定）

…不合格時の再試験は１回とし、再試験に不合格となった場合には
許可申請は却下する。

③出題範囲の拡大 （→実施方法に係る旅客課長通達の制定）

…出題範囲に「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」、
「運輸安全マネジメント」、「貸切バス選定・利用ガイドライン」を追加。

２．貸切バス分野における対策
（１）貸切バス事業者における法令遵守体制の確保
①事業許可時の役員の法令試験の厳格化

－ 貸切バス事業の事業許可時に、代表権を有する常勤
役員に対し、運転者の労働時間や運輸安全マネジメン
ト等を出題範囲に含む法令試験を厳格に実施する。

【取り組み項目】
・受験対象者を代表権を有する常勤役員に限定
・再試験に不合格の場合は却下処分
・出題範囲として道路交通法、道路運送車両法、勤務時
間等基準告示、運輸安全マネジメント及び貸切バス利
用ガイドラインを明示等

具体的に講じる措置バス事業のあり方検討会報告書（平成２４年３月）

②出題形式： ○×方式、語群選択方式、簡単な筆記回答方式

17



営業所等の現場確認の徹底

貸切バス事業の許可（道路運送法第４条）取得後の、運輸開始に係る届出（道路運送法施行規則第６６条第１項第１号）

→「「旅客自動車運送事業の新規許可事業者に対する許可取得時の指導の充実等について」の実施方法等について」（自動車

局安全政策課長、旅客課長通達）

(1) 運輸開始届出時に以下の書類の添付を義務付けることにより、新規許可申請時における事業計画等の確保状況を確認

(2) (1)の確認のほか、必要に応じ事業計画等の確保状況に係る現地調査を実施するものとする。

現在の現場確認の位置付け

＜添付書類＞

①自動車検査証の写し

②任意保険書の写し

③その他営業所（運賃料金表及び運送約款について公示した状況を含む。）、自動車車庫、事業用自動車、休憩仮眠施設

上記通達を改正し、運輸開始の届出に添付された写真に係る

営業所、自動車車庫、休憩仮眠施設等について、現地調査を

行うこととする。

写真の添付だけでは、営業所、自動車車庫、休憩

仮眠施設等の全体像が確認できない可能性があり、

安全に関する規制を遵守しない悪質な事業者によ

る事業開始を排除できないおそれ。

具体的に講じる措置課題

③その他営業所（運賃料金表及び運送約款について公示した状況を含む。）、自動車車庫、事業用自動車、休憩仮眠施設

の事業計画等に定める運輸施設についての写真

安全管理体制のチェックを徹底すること
が必要
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所要資金額や賠償限度額に関する許可基準の強化

○ 資金確保の基準の引き上げ

【現行制度】

新規許可時に、資金計画が適切であることを確認
（国土交通省自動車局長通達において規定）

主な資金項目 *所要資金 **事業開始当初に要する資金

車両費
取得価格

or１年分のリース料

２ヶ月分のローン支払金又はリース料

【見直し】 ６ヶ月分に引き上げ

土地費
建物費

取得価格
or１年分のリース料

２ヶ月分のローン支払金又はリース料

【見直し】 ６ヶ月分に引き上げ

※現行の資金確保要件

・車両、土地、建物、機械器具、運転資金、保険料等の所要資金の見積もりが
適切であること。

・所要資金(*)の50％以上かつ事業開始当初に要する資金(**)の100％以上の
自己資金が、確保されていること。

【見直し】

安定的な経営を行う観点から、車両費並びに土
地費及び建物費について、事業開始当初に必要と
される資金を、２ヶ月分のローン支払金又はリース

○ 損害賠償能力の引き上げ

【現行制度】

新規許可時に、以下の要件を満たす損害賠償保険に加入することを義務付け

損害賠償保険の要件 （国土交通省告示において規定）

…対人8,000万円以上、対物200万円以上

運転資金 ２ヶ月分の人件費、燃料費等 ２ヶ月分の人件費、燃料費等

保険料等 １年分の保険料、租税公課 １年分の保険料、租税公課

される資金を、２ヶ月分のローン支払金又はリース
料から６ヶ月分に引き上げ

【見直し】

事故発生時に確実な賠償を行い、被害者保護を図る観点から、損害賠償保険の要件を対人無制限に引き上げ 19



事業者数・車両数が増加する一方、需要の増加は限定的であり、日車営収が下落し、運転者の労働条件悪化や安全性
低下といった問題が指摘されているところ。また、発注者との関係で運行計画が決まるなど、安全管理や運行管理において
難しい側面がある。これらの背景を踏まえ、中小規模の事業者に対して、運輸安全マネジメントに基づく取組を義務付け、
早急に貸切バス事業の輸送の安全性向上を図る必要。

貸切バス事業の課題

全ての事業者
義務付け

保有車輌 ※
２００両以上 ９５社

貸切バス事業者 貸切バス事業者

運輸安全マネジメント義務付け対象の中小事業者への拡大

全ての貸切バス事業者や高速乗合バス事業者（管理の委託許可を受けた者に限る）に対して運輸安全マネジメント（経営
トップをはじめとする事業者全体での安全管理の取組み）と、運輸安全マネジメント評価を拡大。あわせて安全管理体制の
構築のための支援事業を展開。

安
全
管
理
規
程
作
成
等

義
務
付
け
対
象

安
全
管
理
規
程
作
成
等

義
務
付
け
対
象※乗合バス事業等を兼業している事

業者を含む（事業者数は平成２４年
４月１日時点）

全ての事業者

４，５３３社
対象拡大

２００両未満

４，４３８社

運輸安全マネジメントの対象拡大に向けた今後の方向性

支援事業の展開運輸安全マネジメント評価の実施

◆ 事業者に対して、安全管理規程の作
成・届出を義務付ける。

◆ 事業者に対して、安全統括管理者の
選任・届出を義務付ける。

◆事業者に対して、運輸安全マネジメント
の実施方法等について、講習会等の形
での普及・啓発を図る。

◆ 事業者に対して、運輸安全マネジメント
評価を実施（中小規模事業者に対する
効果的な評価方法を検討）。

中小規模事業者を含む全ての貸切バス事業者等に対して、安全に対する意識・取組を向上させる

安全管理規程等の届出

安
全
管
理
規
程
作
成
等

対
象

安
全
管
理
規
程
作
成
等

対
象
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（３） 来年４月以降実施

○ 運行管理制度の強化
○ 運賃・料金制度の改革

21



バス事業等においては、安全運行に責任を有する運行管理者が、トラブル発生時の運行継続・中断等につ
いて必要な判断・指示を行うため、次のとおり、運行管理制度の強化を行う。
①事業者に対して、車両運行中の間の運行管理体制整備を義務付け
②運行管理者に対しては、トラブル発生時の運転者に対する必要な判断・指示を行うことを義務付け
③運転者に対して、トラブル発生時の運行管理者に対する報告を義務付け

平成２４年４月に発生した関越道高速ツアーバス事故では、運行管理者が運転者を兼ねていた実態が判明。

⇒ 車両運行中、運転者の体調悪化、事故等のトラブルが発生した場合に、運転者任せの判断となれば、運転者は
運行計画に沿った運行を優先しかねないなど、重大事故に繋がりかねない状況。

運行管理体制の見直し

運行管理に関する問題点

運行管理制度の強化

③運転者に対して、トラブル発生時の運行管理者に対する報告を義務付け

運行の継続・中断

の判断・指示

運転者の
体調不良

事 故

車両運行中

運行管理者は、原則として車両運行中は営業所において業務
を実施。 ただし、予め定めた営業所に準ずる場所で実施又は
補助者が運行管理者と連携して業務を代行することも可能。

運行管理者

見直しによる効果

（※）複数の運行管理者を選任している営業所にあっては、別の運行管理者が業務を行っている場合などには兼務可能。

報 告
営業所

運行管理者と運転者等との兼務が排除される（※）など、運行管理業務の適正化を実現

天災、渋滞
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制度の再構築

①取引実態を踏まえた制度設計 ④関係者間の取引実務円滑化及び貸切バス事業者による創意工夫・需要喚起の促進
②事故防止、法令遵守、サービス改善の促進 ⑤事後チェックの確保
③国民目線・消費者目線の適切な反映

検討の視点

需給調整規制廃止後の競争の激化、公示運賃・料金が実態に即していないこと等から、以下の課題が顕在化

○ 公示運賃・料金が物価動向や現在の原価計算の前提条件を適切に反映していない
○ 運賃・料金の適用方法も複雑で分かりにくい
○ 需給調整規制の廃止後、供給過剰となる一方で、旅行形態の変化等による需要減少とインターネットの普及により価格競争が激化し、公示運賃・料金の下
限を下回った運賃での取引が多く行われている

○ 運賃・料金の決定に旅行業者等の運送申込者の意向が強く反映
○ 営業収入が減少し、人件費や車両整備費の抑制、労働条件の悪化等により、安全・安心を脅かす事態が懸念

課題

合理的で実効性のある運賃・料金制度 貸切バス事業者と運送申込者と
の適正な取引の確保に向けた

運賃・料金制度の改革 等

１．「審査不要運賃」と「安全コスト審査対象運賃」・「利用者保護審査対象運賃」の枠組みの導入

２．合理的でわかりやすい「時間・キロ併用制運賃方式」への移行
現行の「時間制運賃」、「キロ制運賃」、「時間・キロ選択制運賃」、「行先別運賃」から、コスト項目を時間コストとキロ

コストに分類して算定した合理的でわかりやすい制度である、「時間・キロ併用制運賃」に移行・一本化。
※料金制度は一部を運賃に包含し、残りを簡素化し、基本的に自由に設定することができることとする。

① 書面取引の徹底

② 「貸切バス選定・利用ガイドライン」の
改訂による適正な取引の周知・普及、運
送申込者・利用者への「安全コスト審査
対象運賃」の理解の徹底

③監査における運賃のチェックの強化、
処分の徹底

④観光庁との連携の強化

⑤トラック運送における荷主勧告制度を
参考にしつつ、再発防止に資する制度
の導入の検討

平成25年度中に速やかに新制度へ移行することとし、逐次、準備や進捗の状況等を検証今後の進め方

の適正な取引の確保に向けた
事後チェックの強化等

変更命令審査の対象

変更命令審査の対象

「利用者保護審査対象運賃」
付加価値に応じて運賃を高くして収受できる

基準額

（法令上義務付け
られている安全措
置及び他の安全
措置に係るコスト
を計上したもの）

上限額

下限額

３０％

１０％

「安全コスト審査対象運賃」

収受運賃の季節性

基準額

（旧認可運賃
額）

上限額

下限額

１５％

２５％

審
査
不
要
運
賃

公
示
運
賃

変更命令審査の対象

変更命令審査の対象として厳格に審査を実施

移行

（時間）（時間）
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